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基本施策Ⅰ 生産から消費に至る食の安全安心の確保 
Ⅰ－④ 人材育成・基盤整備 

施策の方向１０ デジタル化の推進 ★ 

具体的な取組み  
（３７）食品衛生申請等システムや輸出証明書発給システムの利用促進 

食品衛生申請等システムによりオンラインで営業許可、営業届出、リコール報告等が行えるように

なったことから、システムの利用を推進することで申請者の利便性の向上を図ります。 

また、愛媛県は衛生証明書の発行件数が全国で上位であり、年々増加していることから、国が進

めている輸出証明書発給システムに参画し、事業者への迅速な輸出証明書の発給など利便性向上

に努めます。 

①概要  
県民に対し、えひめ食の安全・安心情報ホームページや講習会等でオンラインによる申請等につ

いて広く周知し、申請などを行いやすい環境を整備する。 

②推進指標  
【オンライン申請割合】 
割合増加によりデジタル化の指標となる。 

 年度 (R２) (R３) R４ R５ R６ R７ R８  

 目標   ― ― ― ― 50％  

 実績   41.6％ 33.4％ 26.4％    

          
③用語解説  
   ― 
 

【令和６年度事業実施状況】 
●食の安全安心対策監視機動班等事業費（薬務衛生課） 
・県ホームページや講習会、保健所窓口などでオンラインによる申請等について周知を行った。 
 
 
 
 

【令和６年度取組みの評価】 
（薬務衛生課） 
・オンラインによる手続きが可能なもののうち、実際にオンラインによって申請等された割合は26.4％
であった。引き続きオンライン利用を推進していくため、システムの周知や申請が行いやすい環境整
備に努める。 
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基本施策Ⅰ 生産から消費に至る食の安全安心の確保 
Ⅰ－④ 人材育成・基盤整備 

施策の方向１０ デジタル化の推進 ★ 

具体的な取組み  
（３８）監視指導等を行う人材や食品等事業者の衛生管理を担う人材の育成 
食品関係施設の監視指導を行う食品衛生監視員や食品関係検査等を行う担当職員の技術等向

上、ＨＡＣＣＰに関する専門知識を有する担当職員を育成するため、担当者研修会を実施するととも
に、国等が実施する研修会への職員派遣やＷｅｂ講習会等への参加を積極的に推進します。 
また、食品衛生責任者の養成講習会等について、ｅ-ラーニングでの講習会を周知し、受講を推

進します。 

①概要  
経験の浅い食品衛生監視員を対象とした研修会を開催し、監視指導に必要な知識の習得を図る

とともに、国が開催する食品安全行政講習会等へ職員を派遣し、食品衛生に関する最新かつ専門
の知識の習得を図る。また、技術的な助言を行うための専門知識を持つ職員を養成するため、国や
地方ブロックで開催しているＨＡＣＣＰ関係講習会へ職員を派遣する。 

②推進指標  
【食品衛生監視員のＨＡＣＣＰ関係有資格者率】 
一定水準の有資格者割合を維持することにより、効果的な監視指導を実施することができる。 

 年度 (R２) (R３) R４ R５ R６ R７ R８  

 目標 ― 75％以上 ― ― ― ― 75％以上  

 実績 62.7％ 63.1％ 66.7％ 68.5％  77.0％     

          
③用語解説  
    ― 
 

【令和６年度事業実施状況】 
●食の安全安心対策監視機動班等事業費、食品等検査費（薬務衛生課） 
・食品衛生監視員の技術等向上のため、研修会に参加した。 
四国４県食品衛生監視員研修会（書面開催） 

・国等が実施する講習会等に職員を派遣した。 
HACCP指導者養成研修・HACCP導入に関する研修（オンライン） 
食品安全行政講習会（オンライン）、食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者研修会（オンライン） 
全国食品衛生監視員研修会、都道府県等食品表示担当者研修（オンライン） 
中国四国地域食品表示行政担当者研修会（オンライン） 

・ＨＡＣＣＰに基づく監視指導業務に係る研修や連絡会に職員を派遣した。 
瀬戸内沿岸観光府県市食中毒防止対策会議（７月 高知県）２名派遣 
ＥＵ輸出水産食品取扱施設に係る関係機関連絡会議（９月 大分県）２名派遣 
米国及びＥＵ等向け輸出水産食品に係る指名食品衛生監視員養成講習会（１月 香川県）４名派遣 
令和６年度ＨＡＣＣＰシステムに係る講習会（１月 香川県）４名派遣 
食中毒疫学調査研修会（12月 高知県）３名派遣 

【令和６年度取組みの評価】 
（薬務衛生課） 
Ｗｅｂ講習会等について、より多くの職員が受講できるようにオンライン受講用会議室の調整等を

行うとともに、現地参加が必要な研修については、職員を積極的に派遣した。国等の研修・講習を職
員が受講し、他自治体の食品衛生監視員と交流することにより、専門知識の習得と指導力の向上が
図られ、的確な監視指導と自主衛生管理の推進につなげることができた。 
今後も人材育成に努める。 
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基本施策Ⅰ 生産から消費に至る食の安全安心の確保 
Ⅰ－④ 人材育成・基盤整備 

施策の方向１１ 安全を確保する基盤整備  

具体的な取組み  
（３９）国、他都道府県、保健所設置市間の連携 
国、他都道府県及び保健所設置市との定期的な情報交換を行うとともに、広域的な食中毒事件

の発生や違反食品等の発見時には、関係自治体との緊密な連携のもと、迅速かつ的確に対応しま
す。 

①概要  
国、他都道府県及び保健所設置市との情報交換のための各種協議会に職員を派遣し、定期的

に意見交換を行う。 
広域的な食中毒事件の発生や違反・不良・苦情食品等に対して、関係自治体との緊密な連携の

もと、迅速かつ的確に調査等の対応を行う。 

②推進指標  
    ― 

③用語解説  
    ― 
 

【令和６年度事業実施状況】 
●食の安全安心対策監視機動班等事業費（薬務衛生課） 
・国、他都道府県及び保健所設置市との情報交換会のための各種連絡協議会に職員を派遣し、情
報収集に努めた。 
・広域的な食中毒事件や有症苦情に対して、関係自治体と緊密に連携して、迅速に調査を行った。 
  ・他自治体（松山市を含む。）に調査依頼した件数   ４件 
  ・他自治体（  同上  ）から調査依頼があった件数 15件（機能性表示食品に係る調査含む） 
・広域的に流通している違反・不良・苦情食品について、関係自治体と緊密に連携して、迅速に調
査を行った。 

  ・他自治体（松山市を含む。）に調査依頼した件数   ４件 
  ・他自治体（  同上  ）から調査依頼があった件数 15件（機能性表示食品に係る調査含む） 
 
 
 
 

【令和６年度取組みの評価】 
（薬務衛生課） 
各種協議会に積極的に職員を派遣して意見交換を行うとともに、情報収集に努め、業務の円滑な

遂行につなげることができた。 
また、広域的な食中毒事件や有症苦情、違反・不良・苦情食品に対しては、関係自治体と連携し

て、迅速かつ的確に調査を行い、被害の拡大に努めた。 
令和６年度は全国的な機能性表示食品に係る健康被害事案があり、厚生労働省や管轄自治体

からの患者調査や製品の流通・回収状況調査、販売店からの製品撤去指導等に迅速に対応した。 
今後も、保健所設置市である松山市をはじめとして関係自治体と連携して対応する。 
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基本施策Ⅰ 生産から消費に至る食の安全安心の確保 
Ⅰ－④ 人材育成・基盤整備 

施策の方向１１ 安全を確保する基盤整備  

具体的な取組み  
（４０）衛生環境研究所等の研究発表の推進 
高度化する食品の生産技術や分析技術等に対応するため、食品の安全性、食品検査等に関す

る調査研究を推進するとともに、検査精度管理を実施します。 

①概要  
食品の安全性や食品検査等に関する調査研究を行い、その研究結果について学会等で発表を

行う。 

②推進指標  
【食品衛生に関する研究発表の件数】 
件数が技術等の向上につながる。 

 年度 (R２) (R３) R４ R５ R６ R７ R８  

 目標   ― ― ― ― ３件  

 実績   ３件 ３件 ４件    

          

③用語解説  
   ― 

 

【令和６年度事業実施状況】 
●食品等検査費（薬務衛生課） 
・食品衛生に関する検査担当者の技術水準を確保し、検査等の精度を適正に保つため、厚生労働
省通知に基づき、保健所及び衛生環境研究所の内部精度管理を実施するとともに、(一財)食品薬
品安全センター秦野研究所に委託して、外部精度管理を実施した。 
・検査技術等の向上についての調査研究を行い、研修会・学会等で発表した。 
  第35回全国食肉衛生検査所協議会中国・四国ブロック会議及び技術研修会 １題 
  第21回愛媛県薬剤師会学術大会 １題 
  第39回公衆衛生技術研究会 ２題 
  
 
 
 

【令和６年度取組みの評価】 
(薬務衛生課） 
精度管理の実施により検査技術水準を確保し、検査精度を適正に保つことができた。 
また、保健所検査室、衛生環境研究所及び食肉衛生検査センターにおいて検査に携わる職員

が、調査研究を行うとともに研修会・学会等で新たな知見を得ることにより、日々の検査技術等の向
上を図ることができた。 
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基本施策Ⅰ 生産から消費に至る食の安全安心の確保 
Ⅰ－④ 人材育成・基盤整備 

施策の方向１１ 安全を確保する基盤整備  

具体的な取組み  
（４１）食品衛生功労、自主衛生管理等推進事業者の表彰 
自主衛生管理を積極的に推進する等、食の安全安心の確保に貢献した個人又は団体を表彰す

ることにより、食の安全安心の推進を図ります。 
 

①概要  
食品衛生功労者及び優良施設に対する知事表彰制度により、食の安全安心に功績のあった個

人や施設を表彰する。 
 

②推進指標  
    ― 

③用語解説  
《食品衛生功労者及び優良施設に対する知事表彰》 食品衛生の向上のため、多年業務に精励し
その功績が特に顕著と認められる功労者及び多年施設の衛生を確保し他の模範たる優良施設を
表彰する制度 

 

【令和６年度事業実施状況】 
（薬務衛生課） 
・食品衛生功労者及び食品衛生優良施設に対する知事表彰制度により、食の安全安心に関し功績
のあった個人及び施設を表彰した。 

 [令和６年度知事表彰実績] 
   食品衛生功労者 10人 
   食品衛生優良施設 ４施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【令和６年度取組みの評価】 
（薬務衛生課） 
知事表彰制度により食の安全安心に関し功績のあった個人及び施設を表彰して、関係者の食品

衛生に関する意欲の向上に努め、自主衛生管理の推進を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


